
このたびの令和6年能登半島で被災されたみなさまに心よりお見舞いを申し上げます。今回のよ
うな災害の後では、ご自身やご家族が被災された場合はもちろんのこと、直接被災していない場
合であっても、大きなストレスを感じることがあります。以下の情報を災害後のストレスへの対
応として、従業員・加入者のみなさまや、そのご家族のみなさまのご支援にご活用いただければ
幸いです。

災害のような生命の危機に遭遇した後には、
• 身体的反応（ふるえ、めまい、敏感・硬直反応など）
• 心理的反応（パニック、無反応など）
が起こります。これらの反応は「震災後に起こる当然の反応」として捉え、セルフケアを行うよう
に努めましょう。以下に一般的な災害後のストレス反応をまとめました。こうした反応が長期間続
く場合には、医師や社内外の専門スタッフに相談するようにしましょう。









●セルフケアの方法について
災害後のストレスに対処するための方法を以下にまとめました。
セルフケアを行っても長期間（目安としては震災後１カ月以上）ストレスの影響が感じられる
場合には、専門的なケアが必要であると考えられます。その場合には、医師や社内外の専門ス
タッフに相談するようにしてください。

●災害によるストレスは誰もが感じるものです

本サービスは(株)保健同人フロンティアが運営しています。／ご相談内容は、所属団体等には公表されません。ただし、ご相談者や他者に危険が及ぶと判断した場合に
は、ご相談者の了解を得ずに情報を開示する場合があります。

当組合が契約しているからだの健康相談では、災害後のストレスケアに関するご相談をお受けして

います。ご本人のケアだけでなく、ご家族や同僚のケアについてのご相談も可能です。

お電話口にて「災害後のケアについて相談したい」とお伝えください。

≪令和6年能登半島地震 特設健康相談ダイヤル≫

2024年3月末まで、期間限定で下記フリーダイヤルにてこころの相談も受け付けております

0120-868-228
















